
フリガナ

フリガナ

※スペースのみの料金となります。基礎パネルは含まれておりません。
※隣接する小間と小間の間には、自社にて必ず壁をご用意いただくか事務局の用意するレンタルパッケージ（有料）をご利用ください。
※様々な安全上、防犯上また、様々な都合により、主催者は全体レイアウトや小間図面を変更し、小間を再割当する権利を有しています。
   よって、場所が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※契約社名と掲載社名が異なる場合は、下記必要事項をご記入ください。なお、社名（英）は必ずご記入ください。契 約 社 名

掲 載 社 名

または
署名

■会 期：2026年 4月 24日（金）～ 4月 25日（土）　     ■会 場：沖縄コンベンションセンター

※出展マニュアル、出展要項などに関するご連絡をお送りします。必ずご記入ください。

※展示会当日の連絡先になります。必ずご記入ください。

～2026年 １月23日（金） 出展料金の50%
出展料金の100%2026年 １月24日（土）以降

T E L

T E L

E-mail

URL  https://

上記と住所が同じ場合は
チェック　を入れてください。

MAIL: info@leisure-japan.jp FAX: 03-6736-0362  TEL： 03-5363-1701本申込書を事務局まで
お送りください。

￥40,000／角 

小間番号

小間数

展示会ご担当者

フリガナ

2. 展示会ご担当者様情報 【記入必須】

1.貴社情報【記入必須】

本用紙受領後、出展解約、出展面積の縮小などは右記の通りのキャンセル料が発生いたします。
請求書に記載されている支払期日までに、指定振込先へお振込みくださいますようお願い申し上
げます。

取り消し、解約期間 キャンセル料

（通常ブースのみ対象）（税別）

フリガナ

裏面記載の「出展契約条項」について了承の上、上記の通り申込みます。
署
名

必ず裏面記載の出展契約条項を確認の上、右の署名欄にサインしてください。

申　込　日　　　　年　　月　　日太枠内をご記入ください。

社名（和）

※展示会のご準備や請求書に関するご連絡窓口となるご担当者様の情報をご記入ください。 今後の出展準備に関するご案内は、事務局代表メールアドレス（office@tso-int.co.jp）よりお送りいたします。
   また、請求書は PDF 形式にてお送りします。送付先や宛名等に変更がある場合は、お手数ですが事務局までご連絡ください。

￥350,000/小間

通常価格（税別）    通常ブース料金 （税別）
   ［1小間：間口3.0m × 奥行2.7ｍ(8.1ｍ２)］

※不明の場合は、空欄で
　ご提出ください。

事務局記入欄 お支払い日請求書発行日 受付日 担当者

※契約社名と異なる場合のみご記入ください。キャッチコピーの併記はできません。

社名（英）

※必ずご記入ください。キャッチコピーの併記はできません。

3. ブースに関してのお申込み（出展に関する情報） 【記入必須】 ※価格は全て税別です。

スポーツ・レジャー設備・サービスがリゾートアイランド沖縄に集結
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（1） 本出展申込書に基づく出展契約の成立時期は、本申込書を甲が承認した時点で契約となります。
（2） 甲は乙からの出展申込書受領後、乙に対し出展料金の請求書を乙に発送します。乙は、甲が請求

する申込金を指定の期日までに納入しなければなりません。（なお、乙からの出展申込書受領後、
甲が請求書を発送したにもかかわらず、支払い期日が経過しても請求書が乙に届かなかった旨、
乙より何らかの催告・問い合せもない場合であっても、契約は成立しておりますので、甲が請求す
る出展料金を上記指定通り甲に支払うものとします。）

（3） 出展料金のお支払につきましては、お申込み時の翌月末迄に一括にて銀行振込にてお振込いた
だきます。2026年2月以降にお申込みの場合、搬入日1か月前の日付にて銀行振込となります。

（4） 甲は安全上、防犯上、感染症対策ガイドラインなどにより小間位置を再割当する権利を有します。

（1） 乙は、甲が「出展社募集のご案内」で定める＜出展物＞に記載された物で、事前に甲の承諾を受
けた物のみを展示することができます。

（2） 甲は、乙が前項に違反する物を出展した場合、乙に対し、その出展物の即時撤去を求める通知を
します。通知を受けた乙は、当該出展物を即時撤去しなければなりません。その場合にかかる費用
は乙の負担となります。

（3） 前項の場合において、甲は、乙が甲の通知に従わない場合、自らの判断により当該出展物の撤去
の他、甲が適当と考える措置を取ることができます。その場合にかかる費用を甲は乙に請求します。
乙は、これについての一切の請求・異議申立て等はできません。また、甲は、これにより乙に生じる
損害等についての責任は一切負いません。

（4） 乙は、甲が乙の展示物ならびにブースを記録として撮影することがあり、そのデータは甲の管理に
より、甲の企画・運営・主催する事業のパンフレット、ホームページなどに使用されることがあること
を了承し、これを許諾します。

（1）乙の出展スペース内の装飾施工は、乙が自らの責任と費用において行われなければなりません。そ
の装飾施工については、乙は、甲が別途「出展社マニュアル」に定める装飾規程を遵守しなければ
なりません。

（2） 甲は、乙が前項に違反する装飾施工をした場合、乙に対し、その装飾等の即時改修を求める通知
をします。通知を受けた乙は、当該装飾物を即時改修しなければなりません。その場合にかかる費
用は乙の負担となります。

（3） 前項の場合において、甲は、乙が甲の通知に従わない場合、自らの判断により当該装飾の改修の
他、甲が適当と考える措置を取ることができます。その場合にかかる費用は乙に請求することがで
きます。なお、甲は、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。

（1）甲またはその代理人は、会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要がある場合、あらか
じめ乙に通知したうえで、出展スペース内に立ち入り、これを点検し適宜の措置をとることができま
す。ただし、緊急等の場合において、甲があらかじめ乙に通知することができない場合は、事後の報
告をもって足りることとします。

（2） 前項の場合、乙は甲の措置に協力しなければなりません。

（1）乙は本展示会の会期終了後、ただちに、自らの費用をもって、出展スペース内の出展物、装飾その
他一切の物件を撤去のうえ、別途「出展社マニュアル」に定める時間までに出展スペースを原状
に回復し、甲に返還（以下、これらのことをあわせて「原状回復」という）しなければなりません。

（2） 乙が前項の原状回復をしなかったときは、甲は、出展スペース内の出展物、装飾物その他一切の
物件の所有権を乙が放棄したものとみなして、これを任意に処分して、原状回復をすることができ
ます。その場合にかかる費用は乙の負担となります。これについて、乙は、甲に対して、一切の請求、
異議の申立て等はできません。

（3） 本展示会終了と同時に乙が第1項による出展スペースの原状回復をしないときは、乙は甲が別に
定める損害金を支払わなければなりません。

（4） 乙は、甲に対して、出展スペースの原状回復にあたって、出展物、装飾物その他一切の物件の買取
り、移転料その他一切の請求をすることはできません。

（1） 乙は本契約条項に別途定める場合を除き、本契約条項上の債務の履行を遅延した場合には、当
該債務を履行すべき日（同日を含む。）から当該履行を遅延した債務（以下、本条において「履行
遅延債務」という）の全てを履行した日（同日を含む。）までの期間につき、履行遅延債務の金額
に、年率14%の割合を乗じて算出した遅延損害金を、直ちに、甲に支払う。

（2） 前項の遅延損害金の算出方法は、両端および1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に行
い、1円未満は切り捨てる。

①出展スペースの全部または一部を、有償・無償を問わず、第三者に担保として供し、譲渡しもしくは貸
与しまたは出展者相互間で交換することはできません。
②会場の建物および敷地内において、乙が出展スペース以外で、出展物の展示や装飾施工もしくはカ
タログの配布等の宣伝行為をすること。ただし、甲が事前に承諾した場所については、この限りでは
ありません。
③悪臭・目に刺激となる光源など他の出展社や来場者ならびに甲に迷惑となる行為を行うこと。
④出展スペースを含む会場の建物・設備もしくは敷地に損害を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
⑤展示会場にて知的財産を侵害する展示物（模倣品）の展示・販売を行なうこと。
⑥食品の管理・衛生に関し、関連法令の基準等を満たさないか、または関連法令に従わないと認めら
れること。
⑦音を発生させる場合、主催者が規定する騒音基準を遵守しなければなりません。
⑧この契約条項、出展要綱およびその他甲が別途定める規程において禁止された行為行うこと。

乙は、出展規程およびその他甲が別途定める規程等を遵守しなければなりません。
また、甲は、やむを得ない事情により、諸規程を変更することがあります。乙は変更後の新規定等を遵守
しなければなりません。更に、これら規程については、本展示会の健全な運営のため、その実行に協力
しなければなりません。

（１）本契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
（２）本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。

本出展契約条項に定めのない事項については、甲が別途定める「出展社マニュアル」等の規程によるも
のとします。その他の定めのない事項については、甲の判断によるものとします。

（2） 乙は、自らおよびその代理人の不注意等によって甲および第三者に生じる損害等についての一切
の責任を負わなければなりません。

乙はつぎの行為をすることができません。万一、禁止された行為が確認された場合、甲は乙に対し直ち
に行為の中止を求めます。なお、中止命令に従わない場合、甲は乙に対し展示の中止、装飾の撤去を行
います。甲は、これにより生じる費用は乙に請求することができます。

（1） 乙は、甲にその旨書面で申し出て、承諾を得た場合、出展契約を解約または変更することができま
す。この場合、甲は理由のいかんを問わず、既納料金を返還しません。

（2） 前項につき、甲が乙の出展取り消し、解約を了承する場合には、乙は、下記のとおりキャンセル料を
支払わなければなりません。

（1） 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当する場合、何等の催告なく、出展契約を解約・変更するこ
とができます。この場合乙に対して書面で通知します。なお、甲は、理由のいかんを問わず、既納の
出展料金およびその他各種料金は返還しません。またこれにより乙に生じる損害等についての責
任は一切負いません。会期中、出展契約が解約された場合、乙は一切の出展行為を中止し、甲の
指示に従い、第13条の定めるところにより自らの費用をもって出展スペースを原状に回復し、甲に
返還しなければなりません。

（1） 甲は、天災・人災・疫病・紛争その他不可抗力等甲の責めに帰しえない原因によって、会期・会場
を変更または開催を中止することがあります。

（2） 前項により会期・会場が変更された場合、乙はこの変更を理由として、出展契約を解約・変更する
ことはできません。なお、甲は、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。

（3） 第1項により開催が中止された場合、甲は、何等の催告なく、出展契約を解約することができます。
甲は、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。

（4） 主催者は展示会の開催が出展社全体の充分な成果につながらないと判断される理由がある場
合には、展示会開催の2ヶ月前までに展示会の延期または中止することがあります。

なお、既納の出展料金およびその他各種料金のうち、既発生の費用（会場費・人件費・製作費・外注費
等）を控除した残額は返還します。

（1） 甲は、会期および搬入出期間中、会場全般の管理および保全について最善の注意を払い、展示
会の円滑な運営に努めます。また、この実施に当たり、乙に対し、搬入出・展示および実演などの中
止・制限その他必要な措置を求める通知をすることがあります。通知を受けた乙は、自らの費用で
それに必要な措置を即時取らなければなりません。

（2） 甲は、乙が甲の前項の措置に関する通知に従わない場合、自らの判断により必要な措置を取るこ
とができます。その場合にかかる費用は乙の負担となります。なお、甲は、これにより乙に生じる損害
等についての責任は一切負いません。

（3） 甲は、天災その他不可抗力等甲の責めに帰し得ない原因によって、乙の出展物・装飾物等に生じ
る損害または盗難等についての責任は一切負いません。

（4） 乙の人員や展示物に関する出入国管理や税関などの公的機関における諸手続は乙の責任にお
いて行うものとし、甲は、それらの公的機関の手続によって本展示会への乙の人員の参加や展示
物の出展が妨げられたとしても、いかなる点においても責任を負いません。

（5） 会期中において、乙小間内での出展物による体験や試食・試飲による来場者および第三者との事
故・損害・ケガについての責任は一切負いません。

（1） 乙は、会期および搬入出期間中、自らの責任と費用により出展物・装飾物等を管理し搬入出・展
示および実演等に際し、甲が別途定める「出展社マニュアル」に基づき最善の注意を払い、展示
会の円滑な運営に努めなければなりません。

①本展示会の開催趣旨に反する恐れがあるものと認められる場合
②公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるものと認められた場合
③他の出展社に不都合が生じる恐れがあるものと認められる場合
④会場となる建物またはその設備に損害を与える恐れがあるものと認められる場合
⑤集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織、もしくはその関係者、または
事業内容が明確でない団体であるものと認められる場合
⑥出展申込書に虚偽の記載をしていた場合
⑦出展申込書の記載事項に重大な変更が生じ、甲の承諾を得られない場合
⑧展示会場にて知的財産権を侵害する展示物（模倣品）の展示があるものと認められる場合（な
お、展示会場に展示がない場合であっても、知的財産権を害する物品の輸入・販売等の実施
をしていると認められる場合についても、同様とする。）
⑨この契約の条項、出展要項およびその他甲が別途定める規定に反した場合、または甲の指示に
従わない場合
⑩出展契約条項第1条3項に記載された期日までに、所定の金融機関への出展料金の振込が確
認されない場合
⑪共同出展社が前十号のいずれかに該当する場合
⑫食品の管理・衛生に関し、関連法令の基準等を満たさないか、または関連法令に従わないと認
められる場合
⑬その他本展示会の管理、運営上支障があるものと認められる場合

出展契約期間は出展契約の成立より、本展示会終了後、乙の甲に対する全ての展示会に関わる
経費の支払義務が完了するまでとします。

乙は、出展にともない、甲が提供する設備やサービスを必要とする場合には、甲に対し、甲が別途定め
る「出展社マニュアル」により申込み、所定の料金を所定の期日までに支払わなければなりません。

出展場所については甲が行う小間割当によって決定し、乙に対して通知します。この出展場所につ
いて、乙は甲に対し異議・変更の申し出を行うことはできません。本出展契約に基づく出展スペー
ス（出展スペースとは甲の小間割によって決定した乙の出展規模と出展場所をいう）の使用期間
は2026年4月22日（水）～４月25日（土）までとします。時間については、別途「出展社マニュアル」
にて通知します。

第 1 7 条 （準拠法・管轄裁判所）

2026年4月24日（金）～4月25日（土）まで開催するレジャー＆スポーツジャパン2026 in Okinawa（以下、「本展示会」という）に際し、TSO International株式会社から成る展示会事務局（以下、「甲」という）
と本展示会出展申込者（以下「乙」という）は、出展にあたり、以下の契約条項を遵守し、契約を締結する。

～2026年 1月23日（金）
2026年 1月24日（土）以降
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